
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
の
廃
止 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
本
則
関
係
） 

第
二 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
二
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 



  

一 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
案
） 

 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 
則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
関
係
法
律
の
整
備
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。





  

三 

理 

由 
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


